
 

 

２０１９年度三六協定締結（ゆうちょ銀行）について 

 

 ゆうちょ銀行長野エリア本部は、本日（3月 8日）「２０１９年度三六協定締結」に

ついて地方本部に説明してきました。 

詳細は添付資料を確認願います。 

 

 新年度のポイントは、非番日労働および休日労働を１ヶ月２日での締結となります

が、当月に２回、非番日（休日）労働をした場合、翌月は原則０日に抑制するという

ものです。 

提示を受け、地本・信越エリア本部間で意見交換を行ないました。 

非番日労働および休日労働の運用について、管理者に正確に理解させ、地本・信越

エリア本部間で整理した運用ルールを逸脱することがないよう強く求めました。信越

エリア本部からは管理者の理解と職場内への浸透を確実に行い、万が一運用ルールを

逸脱した場合は厳正に対処するとの回答を得られたことから、整理をはかりました。 

 

【労使対応】 支部交渉 

支部交渉については、支部書記長に事前連絡を行い対応していただいています。ス

ケジュールは以下の通りとしますので、支部労使間で対応をはかるよう要請します。 

また、中央総合情報第１６５号の通り、本部・本社間で「時間外労働の縮減に向け

た労使共同宣言」を確認したことから、この宣言について支部団交で確認することを

地本・支社間で整理しました。 

 

支部窓口交渉および三六協定締結…３月１１日（月）～２０日（水） 
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信越
地本 交渉関係



【ゆうちょ銀行】 

 期間 
信越エリア本部・PTC・JC ゆうちょ銀行店舗 

目安時間等 目安時間等 

一般条項 

１ヶ月 
４０時間（休日労働除く） 
※４・５・６・９・１０・１２・３月は４５時間 

４０時間（休日労働除く） 
※４・５・６・９・１０・１２・３月は４５時間 

１年 ３５０時間（休日労働除く） ３６０時間（休日労働除く） 

非番日労働 ２日 ２日 

休日労働 ２日 ２日 

特別条項 

１ヶ月 ８０時間（休日労働含む・適用年６回まで） ８０時間（休日労働含む・適用年６回まで） 

１年 ４６０時間（休日労働除く） ４６０時間（休日労働除く） 

その他 
２ヶ月・３ヶ月・４ヶ月・５ヶ月・ 

６ヶ月の各平均８０時間以内（休日労働含む） 

２ヶ月・３ヶ月・４ヶ月・５ヶ月・ 

６ヶ月の各平均８０時間以内（休日労働含む） 

※ 非番日・休日労働の日数については、１ヶ月で非番日労働２日、休日労働２日の締結であるが、当月２日使用した場合、翌月

は原則０日に抑制する。 

  （例）４月に非番日２日、休日２日勤務した場合、５月はいずれも原則として勤務できない。 

 


